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提
案
理
由
の
説
明
に
先
立
ち
、
一
言
申
し
上
げ
ま
す
。 

只
今
、
江
藤
正
行
議
員
の
地
方
自
治
に
対
す
る
永
年
の
御
貢
献
を
た
た
え
る
総
務
大
臣
感
謝
状
の
伝
達

式
並
び
に
熊
本
市
議
会
の
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
、
私
か
ら
も
議
員
の
御
功
績
に
対
し
て
感
謝
状
を
贈
呈

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

江
藤
議
員
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

こ
こ
に
重
ね
て
、
永
年
の
市
議
会
議
員
と
し
て
の
御
活
躍
に
心
か
ら
敬
意
と
感
謝
を
表
し
ま
す
と
と
も

に
、
本
市
発
展
へ
の
、
今
後
一
層
の
御
尽
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

続
け
て
、
市
長
就
任
の
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

私
は
、
先
の
市
長
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
市
民
の
皆
様
の
御
支
持
を
い
た
だ
き
、
十
二
月
三
日
に
第
三

十
三
代
熊
本
市
長
に
就
任
し
、
引
き
続
き
市
政
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

改
め
て
職
責
の
重
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。 

本
市
で
は
、
平
成
二
八
年
四
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
か
ら
二
年
八
ヶ
月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
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ま
す
が
、
未
だ
に
仮
設
住
宅
等
で
暮
ら
し
て
い
る
市
民
の
皆
様
が
、
十
一
月
末
現
在
で
約
五
千
三
百
世
帯
、

約
一
万
一
千
二
百
人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

私
は
、
二
期
目
の
市
政
運
営
に
お
い
て
、
熊
本
地
震
の
全
て
の
被
災
者
の
皆
様
の
一
日
も
早
い
生
活
再

建
を
最
優
先
に
、
様
々
な
課
題
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
熊
本
市
の
未
来
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
す
所
存
で

す
。 こ

れ
か
ら
の
市
政
運
営
は
、
私
が
一
期
目
に
掲
げ
た
地
域
主
義
の
実
践
を
さ
ら
に
積
み
重
ね
、
そ
こ
で

得
ら
れ
た
経
験
を
組
織
と
し
て
共
有
し
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
市
民
に
誠
実
に
正
直
に
向
き
合
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
十
年
先
、
二
十
年
先
の
未
来
を
見
据
え
た
熊
本
市
政

の
大
き
な
転
換
期
で
あ
る
今
、
必
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

二
期
目
の
市
政
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
課
題
を
市
民
の
皆
様
と
と
も
に
解
決
し
な
が
ら

「
地
域
主
義
に
よ
る
新
し
い
自
治
の
カ
タ
チ
」
を
確
立
し
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
た
十
の
決
意
の
も
と
、

「
暮
ら
し
に
安
心
と
潤
い
の
あ
る
社
会
」
、
「
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
豊
か
で
暮
ら
し
や
す
い
社
会
」
、
「
暮
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ら
し
に
活
力
と
勢
い
の
あ
る
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

ま
た
、
来
年
度
は
、
新
元
号
と
な
る
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、
市
制
施
行
百
三

十
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。 

本
市
に
お
い
て
は
、
新
し
い
熊
本
市
民
病
院
の
開
院
を
は
じ
め
、
熊
本
城
大
天
守
の
外
観
復
旧
や
熊
本

城
ホ
ー
ル
の
開
業
の
ほ
か
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
女
子
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
世
界
選
手
権
大
会
の
開

催
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
さ
ら
な
る
飛
躍
に
つ
な
が
る
出
来
事
が
控
え
る
大
切
な
時
期
で
あ
り
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
私
自
身
、
初
心
を
忘
れ
ず
、
熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
復
興
と
未
来
へ
の
礎
を
築

く
た
め
、
市
民
力
・
地
域
力
・
行
政
力
を
結
集
し
、
「
上
質
な
生
活
都
市
く
ま
も
と
」
の
実
現
に
向
け
、

全
身
全
霊
を
か
け
て
こ
れ
か
ら
の
四
年
間
を
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
、
大
所
高
所
か
ら
の
御
指
導
、
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

続
い
て
、
職
員
の
不
祥
事
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
と
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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九
月
十
八
日
に
熊
本
県
迷
惑
行
為
等
防
止
条
例
違
反
の
疑
い
で
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
職
員
を
十
二
月
七

日
付
で
懲
戒
免
職
処
分
と
い
た
し
ま
し
た
。 

不
祥
事
防
止
に
向
け
全
庁
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
中
、
こ
の
よ
う
な
、
市
政
へ
の
信
頼
を
失
墜
さ

せ
る
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
市
長
と
し
て
大
変
重
く
受
け
止
め
て
お
り
、
議
員
各
位
を
は
じ

め
市
民
の
皆
様
に
対
し
ま
し
て
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
も
根
気
強
く
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
公
務
員
と
し
て
法
令
遵
守
は
も
と
よ
り
、
常
に
全
体
の
奉
仕

者
と
し
て
強
い
自
覚
と
緊
張
感
を
持
っ
て
行
動
す
る
よ
う
、
職
員
の
徹
底
し
た
意
識
改
革
を
図
り
、
市
政

の
信
頼
回
復
に
市
役
所
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
提
出
議
案
に
つ
い
て
、
説
明
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

今
回
の
補
正
予
算
案
は
、
熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
関
連
経
費
や
、
危
険
な
民
有
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去

に
係
る
助
成
経
費
な
ど
、
今
後
の
業
務
推
進
上
、
速
や
か
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
加
え
、
来
年

度
当
初
か
ら
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
る
施
設
の
維
持
管
理
経
費
等
に
つ
い
て
、
今
年
度
中
に
入
札
等
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の
契
約
事
務
を
実
施
す
る
た
め
の
債
務
負
担
行
為
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
ず
、
補
正
予
算
案
の
概
要
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
一
般
会
計
に
お
い
て
八
億
七
千
五
百
万
円

の
増
額
、
補
正
後
の
予
算
額
三
千
七
百
三
億
八
千
三
百
六
十
二
万
円
、
企
業
会
計
に
お
い
て
百
十
万
円
の

増
額
、
補
正
後
の
予
算
額
八
百
三
十
五
億
七
千
四
百
七
十
六
万
円
、
全
会
計
の
合
計
で
は
、
補
正
額
八
億

七
千
六
百
十
万
円
、
合
計
の
補
正
後
予
算
額
は
、
六
千
六
百
三
十
一
億
七
千
八
百
八
十
五
万
円
と
な
り
ま

し
た
。 

補
正
後
の
予
算
を
前
年
同
期
と
比
較
い
た
し
ま
す
と
、
一
般
会
計
で
は
九
．
七
％
の
減
、
特
別
会
計
で

は
六
．
四
％
の
減
、
企
業
会
計
で
は
十
四
． 

一
％
の
増
、
全
体
の
合
計
額
で
は
六
．
二
％
の
減
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。 

主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、「
平
成
二
八
年
熊
本
地
震
」
関
連
の
補
正
予
算
で
す
が
、

今
回
の
補
正
予
算
案
で
は
、
合
計
で
八
億
六
千
七
百
七
十
万
円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
ず
、
熊
本
地
震
に
伴
う
雑
損
控
除
の
申
告
に
よ
り
発
生
す
る
被
災
者
へ
の
市
税
還
付
金
を
計
上
し
て
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お
り
ま
す
。 

次
に
、
熊
本
城
の
災
害
復
旧
に
係
る
経
費
に
つ
き
ま
し
て
、
被
災
し
た
大
天
守
及
び
小
天
守
の
躯
体
外

装
復
旧
に
係
る
経
費
の
ほ
か
、
熊
本
城
の
復
旧
過
程
を
見
学
い
た
だ
く
た
め
の
特
別
見
学
通
路
の
整
備
に

係
る
経
費
及
び
そ
れ
に
伴
う
債
務
負
担
行
為
の
変
更
や
、
城
域
内
の
警
備
に
係
る
業
務
委
託
経
費
の
債
務

負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
県
の
復
興
基
金
を
活
用
し
て
、
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に
向
け
た
外
国
人
観
光
客
の
受
入

環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
民
間
観
光
施
設
等
へ
の
設
備
整
備
等
に
係
る
助
成
経
費
の
債
務
負
担
行
為
を

計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

最
後
に
、
新
市
民
病
院
の
来
年
十
月
の
開
院
に
向
け
た
各
種
業
務
の
委
託
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行

為
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
熊
本
地
震
関
連
以
外
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
、
部
門
別
に
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
政
策
部
門
で
は
、
市
政
だ
よ
り
編
集
・
作
成
等
に
係
る
業
務
委
託
経
費
の
債
務
負
担
行
為
を
計
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上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
総
務
部
門
で
は
、
市
役
所
駐
車
場
の
管
理
業
務
委
託
に
係
る
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お

り
ま
す
。 

次
に
、
財
政
部
門
で
は
、
税
務
部
の
組
織
改
編
に
係
る
移
転
費
用
経
費
の
ほ
か
、
税
関
係
の
デ
ー
タ
入

力
業
務
委
託
に
係
る
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
市
民
部
門
で
は
、
本
定
例
会
に
条
例
案
を
提
出
し
て
お
り
ま
す
「
熊
本
市
客
引
き
行
為
等
の
禁

止
に
関
す
る
条
例
」
の
施
行
に
向
け
た
準
備
に
係
る
経
費
の
ほ
か
、
本
市
の
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
策
定

に
向
け
た
実
態
調
査
経
費
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
健
康
福
祉
部
門
で
は
、
国
民
年
金
の
制
度
改
正
等
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
に
係
る
経
費
や
、
生

活
困
窮
者
の
自
立
相
談
支
援
の
業
務
委
託
に
係
る
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
環
境
部
門
で
は
、
家
庭
ご
み
や
資
源
物
等
の
収
集
運
搬
業
務
に
係
る
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上

し
て
お
り
ま
す
。 



－８－ 

次
に
、
経
済
観
光
部
門
で
は
、
商
店
街
の
活
性
化
や
共
同
施
設
設
置
に
係
る
助
成
経
費
の
ほ
か
、
動
植

物
園
や
熊
本
城
の
管
理
運
営
等
に
係
る
債
務
負
担
行
為
等
に
加
え
、
熊
本
城
ホ
ー
ル
に
つ
き
ま
し
て
、
備

品
購
入
等
経
費
の
減
額
、
国
庫
補
助
金
の
増
額
に
伴
う
財
源
更
正
及
び
保
留
床
購
入
費
の
増
額
に
伴
う
債

務
負
担
行
為
の
変
更
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
農
水
部
門
で
は
、
天
明
漁
港
の
物
揚
場
整
備
の
早
期
着
工
に
係
る
債
務
負
担
行
為
を
計
上
し
て

お
り
ま
す
。 

次
に
、
都
市
建
設
部
門
で
は
、
安
全
性
が
確
認
で
き
な
い
民
有
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
用
に
対
す
る

助
成
経
費
の
ほ
か
、
熊
本
西
環
状
道
路
に
関
連
す
る
池
上
イ
ン
タ
ー
線
の
橋
梁
下
部
工
の
工
事
や
、
道
路
、

公
園
等
の
維
持
管
理
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
消
防
部
門
で
は
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
女
子
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
世
界
選
手
権
大
会
開
催

を
見
据
え
た
テ
ロ
災
害
等
へ
の
対
応
体
制
強
化
に
要
す
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

 

次
に
、
教
育
部
門
で
は
、
学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
等
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
運
用
管
理
の
業
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務
委
託
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
の
ほ
か
、
図
書
館
の
資
料
貸
出
業
務
に
必
要
な
図
書
管
理
シ
ス
テ

ム
の
更
新
及
び
機
器
賃
借
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
行
政
委
員
会
で
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
、
来
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
等
で

使
用
す
る
プ
レ
ハ
ブ
借
上
料
の
ほ
か
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
等
の
業
務
委
託
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
を

計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

最
後
に
、
企
業
会
計
の
う
ち
、
病
院
局
で
は
、
現
行
の
市
民
病
院
や
植
木
病
院
の
運
営
に
係
る
業
務
委

託
経
費
等
に
つ
い
て
、
上
下
水
道
局
で
は
、
水
源
地
の
電
気
工
作
物
を
管
理
す
る
た
め
の
業
務
委
託
に
係

る
経
費
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
債
務
負
担
行
為
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
交
通
局
で
は
、
市
電
の
ダ
イ
ヤ
作
成
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
の
更
新
に
伴
う
導
入
作
業
等
に
係
る

経
費
の
ほ
か
、
同
シ
ス
テ
ム
の
賃
借
に
係
る
経
費
の
債
務
負
担
行
為
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
が
、
補
正
予
算
の
歳
出
の
説
明
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
賄
う
財
源
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歳
出

に
見
合
う
国
・
県
支
出
金
等
の
特
定
財
源
や
市
債
を
計
上
し
ま
す
と
と
も
に
、
一
般
財
源
と
し
て
繰
越
金
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を
充
当
し
て
お
り
ま
す
ほ
か
、
熊
本
城
復
元
整
備
基
金
も
活
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
条
例
等
の
議
案
で
あ
り
ま
す
が
、
主
な
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
補
正
予
算
案
の
説
明

で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
ま
ず
、「
熊
本
市
客
引
き
行
為
等
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定
」
に
つ
い
て
御
説

明
い
た
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
繁
華
街
に
お
い
て
、
悪
質
な
客
引
き
行
為
や
勧
誘
行
為
等
の
迷
惑
行
為
が
多
発
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
地
区
を
指
定
し
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
た
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
市
民
や
観
光
客
の
安
全
と
安
心
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
拠
点
都
市
と
し

て
の
賑
わ
い
の
維
持
、
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
「
工
事
委
託
契
約
締
結
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
促
進
し
、

ま
た
、
調
和
の
と
れ
た
良
好
な
街
並
み
を
形
成
す
る
た
め
、
本
市
設
置
の
約
一
万
八
千
五
百
基
の
道
路
照

明
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
た
め
の
契
約
案
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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そ
の
他
の
条
例
等
の
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
末
尾
に
簡
単
な
理
由
を
付
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
説
明

を
省
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
何
と
ぞ
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 


